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 第 ８ 回  熊本県議会道州制問題等調査特別委員会会議記録 

 

平成24年６月21日(木曜日) 

            午前10時１分開議 

            午前11時38分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１） 地方分権改革について 

 （２） 道州制について 

 （３） 閉会中の継続審査事件について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(15人) 

        委 員 長 重 村   栄 

        副委員長 小早川 宗 弘 

        委  員 前 川   收 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 上 田 泰 弘 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 九 谷 高 弘 

欠席委員(１名) 

        委  員 堤   泰 宏 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総務部 

         部 長 駒 崎 照 雄 

 総括審議員兼 

市町村局長 小 嶋 一 誠 

        人事課長 古 閑 陽 一 

        財政課長 浜 田 義 之 

        税務課長 渡 辺 克 淑 

     市町村行政課長 能 登 哲 也 

     市町村財政課長 山 口 洋 一 

企画振興部 

       政策審議監 内 田 安 弘 

        企画課長 坂 本   浩 

健康福祉部 

      首席審議員兼 

健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

環境生活部 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

 商工観光労働部 

      首席審議員兼 

      商工政策課長 出 田 貴 康 

 農林水産部 

    農林水産政策課長 国 枝   玄 

 土木部 

        監理課長 金 子 徳 政 

   都市計画課審議員兼 

        課長補佐 田 尻 雅 裕 

教育委員会事務局 

     教育政策課長 田 中 信 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 板 橋 徳 明 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○重村栄委員長 皆さん、おはようございま

す。開会に先立ちまして、御報告いたしま

す。本日は、堤委員は欠席でございます。 

 ただいまから、第８回道州制問題等調査特

別委員会を開会いたします。 

 クールビズでございますので、どうぞ上着

をお取りの上で自由にしていただきたいと思

います。 
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 本日は、執行部を交えた本年度最初の委員

会でございますので、一言御挨拶をさせてい

ただきたいと存じます。 

 改めまして、委員長の重村でございます。 

 皆様方には御承知のとおり、本委員会には

地方分権改革に関する件と、道州制に関する

件と、２つの調査事件が付託されておりま

す。 

 これらの事件につきましては、国と地方の

関係ということで、これから非常に重要な問

題になってくる、このように認識をいたして

おります。ただ、残念ながら動きが非常に、

どうなるのか先行き見通しがつかない、どこ

に着地点があるのかもよくわからない、そう

いう状況の中でございますけれども、いずれ

にしてもしっかりと取り組んでいく必要があ

るのではないか、そういうふうに考えており

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと

思います。 

 いずれにいたしましても、今後１年間、委

員の先生方そして執行部の皆さん方にも御協

力いただきまして、この場の議論が前に進ん

でいきますことを心からお願いを申し上げた

いと思います。 

 小早川副委員長ともども、皆さん方の御協

力によりまして、この委員会が円滑にそして

また活発に進んでいきますことを心からお願

いを申し上げまして、冒頭の御挨拶にさせて

いただきます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、執行部を代表して総務部長に御

挨拶をお願いいたします。どうぞ、駒崎総務

部長。 

 

○駒崎総務部長 それでは、着座で失礼いた

します。 

 委員会の開会に当たりまして、執行部を代

表いたしまして御挨拶を申し上げます。 

 重村委員長、小早川副委員長を初め委員の

皆様方におかれましては、これから１年間、

当委員会に付託されました地方分権改革及び

道州制の各議題について御審議をいただくわ

けでございます。いずれも、本県にとっての

重要課題と認識しております。執行部といた

しましてもしっかりと取り組んでまいる所存

でございますので、御指導のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 付託案件の現在の状況につきましては、後

ほど企画課長が御説明をいたしますので、私

からはごく簡潔に申し上げます。 

 地方分権改革につきましては、昨年度、国

の第１次、第２次一括法の成立を受け、条例

の整備や県内市町村への事務引き継ぎに取り

組んでおるところでございます。 

 こうした着実に進んでいる部分と、国の出

先機関改革のように法の制定まで至っていな

い段階の部分とがございます。 

 また道州制につきましては、政府としての

動きは特に見られません。その一方で、各政

党による法案化の動きでありますとか、地方

自治体の市長連合、首長連合による推進活動

などの動きが見られております。 

 そうした中、議会の御指導・御支援をいた

だきながら、本県としても遺漏のないよう取

り組んでいく必要があると考えております。 

 本日の委員会は、実質的に本年度初の委員

会となりますので、これまでの経過や最近の

動向などについて少し詳しめに御説明させて

いただきたいと思っております。 

 繰り返しになりますが、執行部としても新

たな体制で精いっぱい取り組んでまいります

ので、１年間どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○重村栄委員長 ありがとうございました。 

 引き続き執行部から、配付をされておりま

す名簿の順に自己紹介をお願いいたしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

  （駒崎総務部長、小嶋総務部総括審議員
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兼市町村局長～田中教育政策課長の順

に自己紹介) 

 

○重村栄委員長 ありがとうございました。 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 本委員会に付託されている調査事件は、地

方分権改革に関する件及び道州制に関する件

でございます。 

 まず執行部からの説明と、後に一括して審

議を行いたいと思います。説明に当たりまし

ては、可能な限り簡潔にお願いいたします。 

 それでは、お手元の委員会次第に沿って、

順次説明をお願いいたします。どうぞ、坂本

課長。 

 

○坂本企画課長 企画課長の坂本です。 

 それでは、まず地方分権改革関係について

御説明をいたします。資料、地方分権改革関

係をめくっていただいて、２ページ目をお開

きください。 

 ２ページになります。ページの左側に、平

成18年以降の第２次地方分権改革のこれまで

の経緯を簡単にまとめております。 

 平成19年４月に設置された地方分権改革推

進委員会は、平成21年11月までの間に４次に

わたる勧告を行っております。 

 その後、地域主権戦略会議が設置され、12

月には地方分権改革推進計画が閣議決定され

ました。 

 ページの右側は、地域主権改革の主な動き

をまとめております。 

 22年６月には、地域主権戦略大綱、12月に

出先機関の原則廃止に向けたアクションプラ

ンが閣議決定されました。 

 そして昨年は第１次一括法、国と地方の協

議の場に関する法律、地方自治法の一部を改

正する法律という、地域主権関連３法が４月

に成立し、８月には第２次一括法も成立して

います。ことし３月には、第３次一括法案が

国会に提出されております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 平成22年６月に閣議決定された、地域主権

戦略大綱の概要を掲載しております。 

 第１において、地域主権改革の全体像が示

されております。 

 第２、義務付け・枠付けの見直しと条例制

定権の拡大は、第１次、第２次、第３次の一

括法として取り組みが進んでおります。 

 また第３、基礎自治体への権限移譲は、第

２次一括法、第４、国の出先機関の原則廃止

は九州広域行政機構、第５、ひも付き補助金

の一括交付金化は、地域自主戦略交付金とい

う形で取り組みが進んでおります。 

 次ページ以降、第２から第５を中心に御説

明させていただきたいと思います。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１次一括法と第２次一括法について、現

在の本県の対応状況をまとめております。 

 まず義務付け・枠付けの見直しについてで

すが、これは地方公共団体の事務の実施やそ

の方法について、国が法令で縛っていたもの

を見直し、条例制定権を拡大することなどに

より、地域の実情に合った最適な行政サービ

スの実現を目指すということとしているもの

です。 

 条例改正等の検討状況ですが、今年度内に

改正等を行うものが15法律関係ございます。

１から15まで記載しているとおりでございま

す。 

 これらの条例の新設・改正については所管

課で検討を進めており、９月議会以降に個別

に提案させていただく予定にしております。 

 なお、さきの２月議会で条例改正を行った

ものが、認定子ども園の認定基準に関する条

例など、５法律関係でございます。 

 次に基礎自治体への権限移譲の対応状況に

ついてですが、第２次一括法により、47法律

関係の事務が基礎自治体への移譲対象とされ

ました。移譲対象の多くは、すでに本年４月

に移譲しておりますが、来年４月には母子健
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康法に基づく事務などの移譲が予定されてお

り、県の所管課と市町村の間で個別説明会の

実施やマニュアルの作成・配付等を実施し、

引き続き市町村に対する助言、支援に努めて

まいります。その工程表が５ページになりま

す。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 義務付け・枠付けの見直しに係る条例制定

の工程表になります。先ほど申しました第１

次、第２次一括法に伴う15法律に関する条例

案件を、９月以降に提案していく予定として

おります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ３月９日に国会に提出されました、第３次

一括法案の概要でございます。 

 資料の中ほど、２、改正内容というところ

をごらんください。昨年11月の閣議決定を踏

まえ、地方からの提言等に係る事項、通知・

届出・報告、公示・公告等、職員等の資格・

定数等、その他ということで、69法律の見直

しが予定されております。 

 なお、本法案は、現時点でも審議が始まっ

ておりません。 

 ８ページをお願いいたします。 

 地域自主戦略交付金、いわゆる一括交付金

についてでございます。一括交付金は、ひも

付き補助金を廃止し、地方が自由に使える交

付金にするという方針のもとに、23年度に創

設されました。各府省の所管にとらわれず、

地方が自主的に選択した事業に対して交付金

が交付されるというものです。23年度は都道

府県だけが対象でしたが、24年度から政令指

定都市も導入されました。 

 具体的なスキームについては、中ほどのイ

メージ図のとおり、昨年度とほぼ同様でござ

います。 

 この交付金の対象事業は、資料の右枠に記

載されているとおりで、23年度の９事業から

今年度は18事業に拡大されました。 

 新設される主な事業としては、厚生労働省

の社会福祉施設等施設整備費補助金の一部

や、農林水産省の農山漁村活性化対策整備交

付金の一部などが挙げられております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 本年度の一括交付金の配分状況でございま

す。 

 ４月６日に内閣府から各都道府県に、交付

限度額が通知されました。継続事業の事業量

等による配分は、昨年度は全体の９割でした

が、今年度は全体の８割をめどということに

なり、客観指標による配分が昨年度の１割か

ら、今年度は全体の２割程度をめどに配分さ

れました。 

 客観指標の主なものは、道路延長、河川要

改修延長、財政力に応じた配分などとなって

おり、今後、客観的指標の割合が高くなって

いくとされております。 

 本県への配分状況ですが、24年度は前年度

比106.1％の約124億円が配分されました。増

減率では全国平均を下回っておりますが、今

年度から熊本市が政令指定都市になり、熊本

市には別途約62億円が配分されているところ

です。 

 続きまして、国の出先機関の原則廃止に関

連して検討しております、九州広域行政機構

関係について御説明をいたします。10ページ

をお開きください。申しわけありません、こ

こからは資料が縦になります。 

 本年度第１回目の説明ですので、国の出先

機関改革及び九州広域行政機構に関する経緯

を、多少古い時期から一覧表で説明させてい

ただきます。 

 平成20年以降の経緯を、国の動き、全国知

事会等の動き、そして、九州地方知事会及び

県の動きの３列で整理をしております。 

 まず政権交代前の国の動きですが、平成20

年12月当時の地方分権改革推進委員会が第２

次勧告の中で、国の出先機関の見直しを勧告

しております。 
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 平成21年９月、新政権は国の出先機関の原

則廃止を表明しました。平成22年４月の全国

知事会議で、当時の会長である麻生福岡県知

事から、国出先機関原則廃止後の受け皿につ

いて、各ブロック知事会で検討を行うよう指

示があり、これを受けて５月に、九州地方知

事会で受け皿組織の設立を検討することで合

意いたしました。 

 ６月には、政府が地域主権戦略大綱を閣議

決定し、出先機関原則廃止の方向性を示しま

した。 

 九州では、10月の九州地方知事会議におい

て、国出先機関の事務権限、人員、財源を丸

ごと受ける受け皿として、九州広域行政機構

の設立について合意しました。このときの九

州地方知事会の声明文を12ページに添付して

おりますので、12ページをお開きください。 

 読ませていただきますが、「現在の我が国

の閉塞状況を打ち破るためには、地域活力の

創造が不可欠である。政府は『地域主権』の

確立を謳いながら、その実現に向けた取組は

遅々として進んでいない。 『国の出先機関

の原則廃止』についても、関係省庁は相変わ

らず消極的な姿勢を崩さず、改革が進む様子

は一向に見られない。 九州地方知事会で

は、この状況を打破するため、国の出先機関

の事務・権限・人員・財源等について、『丸

ごと』受け入れる決意であり、これを自らの

手で運営すべく、『九州広域行政機構』の設

立を目指すことで合意した。」、ということで

ございます。 

 議会の代表質問等でも御指摘がありました

ように、出発点は国の出先機関の原則廃止と

いうことでございます。 

 改革が一向に進まない状況を打破するため

に、九州地方知事会としては丸ごと受け入れ

る決意を固めて、九州広域行政機構の設立を

目指すこととしたものでございます。 

 10ページに戻っていただきまして、年表の

ほうを追っていきますが、平成22年12月に

は、政府はアクションプランを閣議決定して

います。出先機関のブロック単位の移譲と、

そのための広域的実施体制について法整備す

ることが明記されました。 

 この後、九州地方知事会は23年２月に、広

域行政機構法の骨子案を公表しました。政府

の地域主権戦略会議のもとに置かれたアクシ

ョプラン推進委員会に、九州地方知事会長の

広瀬大分県知事が出席して、この骨子案を説

明しております。以後、このアクションプラ

ン推進委員会には、広瀬会長が毎回出席して

説明・協議を行っております。 

 この年の３月に東日本大震災が発生し、し

ばらく国の検討の動きが停滞する中、５月に

は関西広域連合と歩調を合わせて、まずは３

機関について先行して国と協議することにい

たしました。 

 その後、８月の首相交代等あり、国が予定

していたスケジュールはおくれて方向性が見

えない状況になっていたときに、10月７日、

県議会から方向性を早急に示すことを求める

意見書を提出していただきました。13ページ

に添付しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。 

 この下のほうの段になりますけれども、

「このように」というところからですが、下

から３段目になります。国の出先機関の原則

廃止について、国の方向性が全く見えない状

況になっており、地方は強い不安を感じてい

る。よって、国におかれてはみずから決定し

た国の出先機関の原則廃止を、政治主導のも

と進める考えであるのか否か、また、そのス

ケジュールに変わりはないのか否か、早急に

明確にされるよう強く要望するということで

ございました。 

 申しわけありません、もう１回10ページに

戻っていただきたいと思います。 

 こういった地方の動きを受けて、その後10

月20日に野田総理が、関連法案を予定どおり

平成24年の通常国会に提出することを表明し
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ております。 

 11ページからが、ことしに入ってからの動

きになります。 

 ２月から６月までに、毎月１回のペースで

アクションプラン推進委員会が開催されてお

ります。これに対し全国知事会は、５月18

日、法律案の今国会での成立を求める決議を

行っております。これも、14ページに添付を

しております。ごらんいただきたいと思いま

す。 

 最後の３行のところになりますが、地方が

みずからの判断と責任において、特定広域連

合の運営に当たれるよう最大限の裁量が付与

された法案を速やかに提出し、今国会で成立

させることを強く求めるとなっております。 

 この右の15ページですが、これは九州地方

知事会が、６月の知事会議で取りまとめた緊

急提言でございます。この後、６月８日の第

９回アクションプラン推進委員会に提出した

ものです。 

 一番下の段落になりますが、移譲の例外は

限定的とすること、持ち寄り事務を条件付け

しないこと、財源は全額、国から措置される

べきであり、財源確保のための具体的仕組み

を法令に規定すべきであることを主張し、そ

れを踏まえた法案の国会提出と政令の検討を

進めるよう、政府に求めたものでございま

す。 

 再度11ページにお戻りいただきまして、こ

の間の全国の動きでございますが、３月には

四国知事会が出先機関の受け皿としての広域

連合設立の方針で、合意をしております。 

 ６月には、中国地方知事会が、特定広域連

合の設立に向けた準備を行うことで合意をし

ております。 

 九州地方知事会としては、２月に九州市長

会との意見交換を行い、４月には九州地区町

村会長会へ説明し、５月には九州各県議会議

長会と意見交換しました。 

 本県では、２月に県町村会評議員会、県市

長会へ説明を行っております。 

 現在の状況と今後の予定ですが、６月８日

の第９回アクションプラン推進委員会に、国

の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する

法律案が提出されました。この法律案が今後

閣議決定され、法案提出、法律成立するかど

うかというところまできております。 

 今後想定される国での手続を、一番下の欄

に記載しておりますが、内閣府と関係省庁の

調整、与党内の手続を経て法案閣議決定、そ

の後、国会提出というようなことだというよ

うにされております。 

 ここで改めて、九州地方知事会の考え方を

簡単に御説明いたします。 

 16ページ、17ページに、九州地方知事会と

九州各県議会議長会との意見交換会のときの

知事会の説明資料を添付しております。16ペ

ージはこれまでの経緯ですので、説明は省略

します。 

 17ページが、九州地方知事会の基本的考え

方をまとめたものになります。 

 九州広域行政機構のねらいは、①政策判断

への地域ニーズの迅速な反映、②政策の総合

性の確保、③ガバナンスの確保ということで

す。 

 丸ごと移譲が実現すれば、組織を分断せず

に出先機関の有機体としての機能を生かした

まま移譲が可能だと考えております。 

 そして平成22年12月28日の閣議決定のとお

り、平成24年通常国会への法案提出を実現す

べき、ただし留意点として、移譲の例外とな

る事務を執行する出先機関を残さないこと、

持ち寄り事務を義務化しないこと、財源は国

の責任で確実に措置し、具体的な仕組みを法

令で規定することを挙げております。 

 最後のところで、丸ごとの具体案を示すこ

とで、市町村の不安も解消されるという考え

方を示しております。 

 市町村の不安ということについてでござい

ますが、次の18ページに、全国、九州、県内
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の市町村の動きについて整理をしています。 

 まず全国の動きですが、459市町村で構成

する地方を守る会が、３月に総会決議を行っ

ています。基礎自治体の意見を十分に反映し

た上で議論を行い、拙速に国の出先機関廃止

論を進めないよう求める内容でございます。 

 全国市長会も６月に、同じく基礎自治体と

の十分な協議を行うことと、拙速に進めるこ

とのないよう求める決議を行いました。19ペ

ージに、その決議文を添付しております。 

 同様の内容で、九州地区町村会長会、県内

では熊本の明日を考える町村長の会、県町村

会から、意見、要望、決議があっておりま

す。 

 １枚めくっていただきまして、20ページか

ら、６月８日の第９回アクションプラン推進

委員会で内閣府が提示した法律案についての

資料を添付しております。 

 右側の21ページから、主なところのみ御説

明していきたいと思います。21ページの下の

ほう、３の(1)、制度を利用できる主体につ

いては、特定広域連合が制度を利用できる主

体だとされております。特定広域連合とは、

広域連合であって組織する都道府県の区域を

合わせた区域が、移譲対象の出先機関の管轄

区域を包括するものとされております。 

 次の、22ページをお開きください。 

 (2)移譲対象の機関ですが、経済産業局、

地方整備局、地方環境事務所とされておりま

す。 

 ４、国及び特定広域連合等の責務のところ

ですが、③でいわゆる事務の持ち寄りについ

て記載されております。移譲事務等に関連す

る事務等を実施するよう努めなければならな

いという、努力義務が規定されています。 

 ５は、事務等移譲基本方針の策定というこ

とで、政府はこの基本方針を閣議決定により

定めるとされています。 

 23ページの６では、特定広域連合は、事務

等移譲基本方針に即して、あらかじめ市町村

からも意見を聞いた上で、事務等移譲計画を

作成し、内閣総理大臣の認定を申請するとさ

れています。 

 ずっと下のほうになりますが、④で、内閣

総理大臣は、認定しようとするときは、あら

かじめ移譲事務等について規定する法律を所

管する国の行政機関の長の同意を得なければ

ならないとされています。 

 次の、24ページになります。 

 ７のところで、事務等の移譲についてで

す。①で、法令の定めるところにより移譲さ

れるということになっておりますが、法律案

では３出先機関が関係する全ての法律名が、

別表の１から３として添付されております。 

 移譲事務の内容、つまりどの事務を移譲す

るかは、別途政令で定めるとされています。 

 ②では、移譲事務について必要ある場合に

は、国の関与を政令で定めることができると

いうことが規定されています。 

 25ページになりますが、③で、特定広域連

合等は毎年度、あらかじめ市町村からも意見

を聞いた上で、特定広域連合の議会の議決を

経て、移譲事務等の実施計画を作成し、所管

する国の行政機関の長に協議して、同意を得

なければならない、毎年度しなければならな

いとされています。 

 ８、①で、理事会制の適用除外が記載され

ています。つまり、独任制ということが定め

られています。 

 下のほうにいきますと、⑥、⑦というとこ

ろが、緊急時のオペレーションについて規定

されたものです。 

 ⑥で、災害時等非常事態の際には、国から

特定広域連合へ職員派遣等の要請ができると

されています。 

 ⑦では、緊急災害対策本部が設置されるよ

うな、⑥よりもさらにレベルの高い非常事態

の場合は、国から特定広域連合へ職員の派遣

等の必要な措置を講ずべきことを、次の26ペ

ージになりますが、指示することができると
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されています。 

 26ページ９、事務等の移譲に伴う措置とい

うことで、(1)で職員の引き継ぎについて、

今の国の出先機関の職員がそのまま特定広域

連合等の職員になることが定められていま

す。 

 (2)では財政上の措置について定められて

おりますが、依然として事務等を実施するた

めに必要な財政上の措置を講ずるものとする

という、抽象的な記載にとどまっています。 

 最後、11、その他では、移譲事務を当分の

間、法定受託事務とみなすこととされていま

す。 

 次に27ページですが、これも６月８日の第

９回アクションプラン推進委員会の資料で

す。市町村の意見反映の仕組みの案が示され

ております。 

 移譲事務等の処理に関して、特定広域連合

を構成する団体の長と、各県の市長会、町村

会、市議会議長会、町村議会議長会の代表者

とが協議する場の設置について書かれており

ます。これは、法律案に特に盛り込まれるも

のではありませんが、政府の定める基本方針

で定めることが想定をされております。 

 次のページから、このような政府の法律案

に対する九州地方知事会としての評価を掲載

しております。 

 28ページ、29ページになります。 

 まず受け皿組織については、九州としては

二元代表制や合議体としての知事連合会議を

主張していましたが、法案でも二元代表制と

されました。 

 長は独任制とされましたが、合議体として

の特定広域連合委員会を導入できることとさ

れました。 

 設置手続については、九州からは事務権限

の移譲と機構設置の手続は並行して行えるよ

うにすることを主張していましたが、そのと

おりとなりました。 

 事務、権限、人員、財源の丸ごと移譲につ

いては、法案では移譲対象の３出先機関の事

務を規定する法律が全て列挙してあり、職員

の引き継ぎや権利・義務の承継についても規

定されています。 

 緊急時のオペレーションについては、九州

としては国が指示を行うことができるよう、

制度上担保することで対応可能としていまし

たが、法案でも指示や要請の制度が定められ

ています。 

 事務の区分については、九州からは柔軟か

つ新たな発想で検討していくべきと主張して

いましたが、法案でも当分の間、法定受託事

務とし、国の関与を政令で定めることができ

るなど、柔軟な内容となっております。 

 次のページになりますが、市町村の意見反

映の仕組みも取り入れられています。法案で

は、国に移譲を求める際に内閣総理大臣に提

出する事務等移譲計画の作成変更や、毎年度

の移譲事務の実施計画の作成変更に、あらか

じめ市町村の意見を聞かなければならないと

されています。さらには、協議の場の設置に

ついても検討されています。 

 ただし、引き続き検討すべき課題が残され

ていると考えており、３点を指摘しておりま

す。 

 １点目は、移譲の例外についてです。法案

では、移譲対象となり得る事務を規定する法

律をすべて列挙されているものの、詳細は政

令に委任されているため、政令による移譲の

例外は最小限とし、出先機関を存続させるべ

きではないと考えています。 

 ２点目は、持ち寄り事務の内容は地方が自

主的に決定すべきであり、努力義務であって

も移譲の条件とすることは地域主権の理念に

反すると考えています。 

 ３点目は、財源措置について。法案では、

必要な財政上の措置を講ずるものとするとさ

れているのみであることから、財源は国の責

任において確実に措置されるべきであり、財

源の確保は地方が移譲を受ける前提である。
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より具体的な内容を、政府として明らかにす

べきと考えております。 

 九州地方知事会としては、このような主張

を踏まえ、平成24年通常国会への法案提出を

確実に実現し、法令等の検討を行うべきであ

ると考えておるところです。 

 最後の30ページですが、どのくらいの事務

が移譲されるのかをまとめた表です。 

 法律数は、１番左の列にあるように、これ

は法案に列記してある数なんですが、経済産

業局64、地方整備局90、地方環境事務所37法

律あります。 

 共管している法律もあるため、法律数の計

は、重複を含んでおります。 

 事務数は、閣議決定案の別紙に記載された

事務を、我々がカウントした概数です。その

うち、移譲対象とされた事務は、全体で見る

と約３割となっています。それ以外の事務に

ついては、原則移譲の対象とする方向で引き

続き検討を行い、平成24年中をめどに結論を

得て、閣議で決定を行うとされています。 

 地方分権改革関係の説明は、以上でござい

ます。 

 続きまして、道州制関係について御報告さ

せていただきます。32ページをお開きくださ

い。 

 前回の報告から動きのあったものを、ゴシ

ック体で記載をしております。 

 ３月27日、自由民主党が道州制基本法案骨

子について、党の道州制推進本部で議論をさ

れております。 

 また３月29日には、みんなの党が、道州制

への移行のための改革基本法案を参議院に提

出しております。 

 また４月20日には、道州制推進知事・指定

都市市長連合の設立総会が開催されておりま

す。 

 ５月27日には、道州制の州都をテーマとし

た、第１回くまもと未来会議を開催しまし

た。 

 33ページをごらんください。 

 自由民主党の道州制基本法案骨子は、都道

府県を10程度の道と州に再編し、外交、防衛

などを除く国の事務を道州に移譲し、道州基

礎自治体に税源を付与し、財政調整制度を整

備するとしています。 

 みんなの党の改革基本法案も、外交、防衛

などを除く国の事務を道と州に移譲し、道州

の自主財源確保のため、新たな税制や財政制

度をつくり、基本法施行後２年以内に具体化

に向けた法整備、７年以内に道州制移行を開

始としています。 

 次に、道州制推進知事・指定都市市長連合

については、地方の側から国民的議論を喚起

し、道州制導入に向けた道筋をつけることを

目的として設立されました。 

 共同代表は、石井岡山県知事と橋下大阪市

長が務め、メンバーは９県15政令指定都市の

首長となっております。本県知事及び熊本市

の幸山市長も参加されております。 

 今後、政府・政党への提案、要請活動、国

民への広報宣伝活動、道州制の制度設計など

を行うとしています。 

 34ページをお開きください。 

 くまもと未来会議についてです。この会議

は公開で行われ、多数の県民の皆様に傍聴い

ただきました。 

 委員は、議長の知事を含めて全部で９名で

すが、当日は５名の方に御出席いただきまし

た。 

 会議では、熊本が防災拠点として、九州全

体あるいは日本全体を支援する拠点となり得

ることなど、大所高所からの御意見をいただ

きました。 

 今後、年度内をめどに構想を取りまとめる

予定です。 

 道州制関係の説明は、以上でございます。 

 

○重村栄委員長 ありがとうございました。 

 以上で、執行部からの説明が終わりました
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ので、これより質疑に入ります。 

 地方分権改革関係及び道州制関係について

の質疑を行います。質疑のある方は挙手の

上、発言をお願いしたいと思います。 

 

○大西一史委員 いろいろ説明をいただきま

しまして、ありがとうございました。 

 まずは４ページの、第１次、第２次一括法

への対応状況ということで、いろいろ御説明

がありました。これから、この５ページのよ

うなことによって、スケジュールによって、

工程によって各市町村でも条例がそれぞれ制

定をされていくというふうになると思いま

す。こういう意味では、今回の第１次、２次

一括法というのは、条例制定権が拡大された

という意味で、その地方の、いろんな意味で

裁量を、独自のルールで、地方の裁量によっ

てルールを決めることができるという意味で

は評価できるものだろうというふうに思うん

ですけれども、ただ、これはこの改革によっ

て、どれだけ本質的に地方の自由度が増した

のかということに関して、きっちり検証すべ

きじゃないですかというお話を、昨年の12月

の総務常任委員会で私は申し上げておりま

す。実際、その中でも本当にいろいろ言いま

したけれども、結局、条例委任をしても、も

ともとそんなに、年に何回かしか申請がない

ようなことを、例えば条例化したりだとか、

単なるそういう事務の負担だけがふえるよう

な移譲であってはならないと。 

 それから、あとまだら分権とか、単品移譲

にならないように注意しなければいかぬよと

か、裁量の余地のない事務が移譲されてない

かとか、その事務権限の移譲、あるいは条例

制定権の拡大というのも、そういう視点がか

なり必要だというふうに思います。 

 ただ、実際のところ、国のほうでも今回の

この法改正の中で、条例にする場合の基準設

定をしていますよね。これは標準というもの

と、それから参酌すべき基準、それから従う

べき基準ということでありますけれども、ど

うもいろいろと見ていると義務付け・枠付け

の見直しの改革も含めて全体的に見ると、国

の定めた基準に拘束される、この従うべき基

準というのが非常に多くなっているんではな

いかなというふうに私自身は感じているんで

すが、この第１次、第２次一括法への対応の

中で、今回の１つ１つのいろんな条例制定権

の拡大の状況を見たときに、今どう評価して

いるのかということですね。本当に地方の自

由度が増すような状況になっているのかとい

うことを、まず、どう評価しているのかとい

うのを１点お聞かせください。 

 

○古閑人事課長 どう評価しているかという

御質問でございますが、まず義務付けにつき

ましては、これはいわゆる計画策定とか報告

とか、許認可を国に対して求めることがなく

なりますので、これは地方自治体でいわゆる

判断ができるようになる、いわゆる国との協

議に要する時間、労力がなくなるというよう

なことで、結果的には県民の方への事務処理

のサービスが早くなるというような効果があ

ろうかと思います。 

 今、委員のほうから特にお尋ねがございま

した枠付けにつきましては、これはこれまで

全国画一的な基準を定めて、国が統一的な基

準の中で各自治体もやってきたものでござい

ます。これが地方自治体の実情に応じた基準

が定められるというような、今回の第１次、

第２次一括法の改正ですけれども、これによ

りまして、かなり地方の裁量が広がるのは間

違いないと思います。 

 ただ、委員が御指摘のように、いわゆる従

うべき基準と標準とする基準、あと参酌すべ

き基準ということで、国も３つの基準を法

令、政令の中で定めておられますので、ここ

ら辺の具合によりましては、従うべき基準が

多くなれば国の関与が引き続き残るという部

分もございますし、そういう部分を考慮しな
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がら、各部のほうでも条例改正等を行ってい

るというところでございます。 

 

○大西一史委員 大体、割合的に全体の中

で、標準とそれから従うべき基準と参酌すべ

き基準、これは大体どんな割合になっていま

すか。 

 

○古閑人事課長 これが具体的には、なかな

か数字では示されておりませんので把握はし

ておりませんが、ただ厚労省あたりの意見に

よりますと、いわゆる国のナショナルミニマ

ムに関しては従うべき基準とし、それ以外に

つきましては、参酌すべき基準という形に整

理をしているというような考え方は示されて

おります。 

 

○大西一史委員 ということは、余り細かく

今のこの基準等々については、県として把握

されてないということでよろしいんですか

ね。 

 

○古閑人事課長 なかなか具体的な数字とし

ては示されておりませんし、ちょっと把握は

今できておりません。 

 

○大西一史委員 そういうものを本当に、要

はどうしてこの分権改革、この１次一括法、

２次一括法も含めた国の義務付け・枠付けの

見直しということが、どのくらい地方の自由

度が増したのか、あるいは裁量権が拡大する

ことによって、そういう住民の福祉向上とい

いますか、そういったものにつながるのかど

うかというのを、やっぱりしっかり評価して

いかないと、ただ単に、はいはい法律でそう

なりましたから、はい条例、はいつくってく

ださいというだけで、もう終わってしまうん

ですよ。だから本当の意味での分権改革とい

うのにつながらないですね。そういう意味で

は非常に面倒くさい作業かもしれないけれど

も、やっぱり個別の条例化をするようなも

の、あるいは県から、これはもう今回の一括

法以前からやっている県からの市町村へのそ

の権限移譲ということに関しては、やっぱり

ちゃんとチェックリストをつくって、本当に

そういうものに資するものになっているのか

どうかというものを含めて、明らかにしてい

ただきたいというふうに思うんですよね。そ

ういう作業を、ちょっと大変だけれどもやっ

ていただきたいと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

 

○古閑人事課長 今後、平成24年度中に条例

改正を今予定していますのが、16の法律・政

令に関してでございます。それにつきまして

は、先ほど申し上げました独自の基準を定め

る可能性がございますので、それにつきまし

ては特に福祉関係も多うございますので、健

康福祉部なり関係課と連携しまして、地域の

自主性が発揮できるように、当然ながら関係

機関並びに市町村と意見交換をしながら具体

的な基準を定める方向で、今検討を進めてい

るところでございます。 

 ただ、結果的に国と同じ基準になり得ると

いうこともございますけれども、その可能性

を含めていろいろ検討をさせていただいてい

るという状況でございます。 

 

○大西一史委員 結果的に国と同じ基準にな

り得る可能性があるということを、今おっし

ゃいました。当然それはきちっと検証した結

果の中で、そう合わせることがいいというこ

とがちゃんと評価されれば、説明されれば、

それはそれで構わないと私は思います。何で

もかんでも条例で、すべてが自由に細かく規

定されなければいけないということではない

と私は思っていますから、それはやっぱりこ

の機にちゃんと整理をしていただきたい。 

 ただ、一般的に県民から見て、この１次一

括法とか２次一括法とかは非常にわかりにく
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いんですよ。どこがどう変わったのか。例え

ば、道路構造基準の弾力化で、道路構造令と

か標識令とかが条例にされた場合、そうした

らそれが、例えば条例でそういったことを規

定することができるようになれば、その地域

の実情に応じてやっぱりそういうことができ

るようになると、随分弾力的に運用できるよ

うになって、分権に資することになったねと

いうふうな評価ができるんだろうと思うんで

すね。だから、そういう幾つかの例を挙げて

わかりやすく示していただくようにお願いし

たいということをお願いしておきます。以上

です。これ以上、答弁は要りません。 

 

○重村栄委員長 はい、わかりました。 

 ほかにいらっしゃいませんか。 

 

○前川收委員 簡単な質問を、幾つかいたし

ます。 

 地域自主戦略交付金の配分状況というので

９ページですけれども、去年が９割、ことし

が８割が継続事業分、その他の部分が、いわ

ゆる客観的指標による配分という話になって

おりまして、それは前々から聞いておりまし

たから、流れとしてはだんだん継続事業は当

然、これはやっていけば減るわけでしょうか

ら、客観的指標分がふえてくるでしょう。客

観的指標分がふえてくると、この客観的指標

という部分と、今ある制度の中にございます

地方交付税交付金、地方にとっては、一番裁

量の大きな大事な財源です。それと、今の地

域自主戦略交付金との違いというのはどこに

あるのか、私には見えないというふうに思っ

ておりましたけれども、それについての一定

の整理があれば教えていただきたいというこ

とが１つです。 

 それからもう１つ、ちょっと飛びますが17

ページ、九州地方知事会で九州広域行政機構

の中で、一番下から２番目の四角の囲みの中

に、持ち寄り事務については義務化するなと

いうお話が知事会のほうから出されておりま

した。知事の今回の代表質問の答弁等々を見

れば、知事が将来目指しているものは道州制

だということが、みんなこれはわかっている

わけですが、本来、持ち寄り事務がないなら

道州制もないんですよね。道州制というの

は、全部持ち寄り事務ですよ。というか、持

ち寄りじゃなくてそれが１つになってしまう

わけで、この段階で何で持ち寄り事務にこだ

わるのかなと。もともと広域行政機構という

のは、持ち寄り事務をするための機関として

地方ではすでに市町村が主体となって、今

度、今は消防もそうですけれども、効率化を

目指してやっているわけですね。それを、将

来は道州制といいながら、とりあえずは受け

皿として、分権の受け皿としてこの機構をつ

くるけれども、この際は持ち寄り事務は義務

化するなというこだわりがわざわざここに出

てくる意味が、私はよくわかりません。その

くらいにしておきます。 

 

○重村栄委員長 今の２点、どなたが答えま

すか。 

 

○浜田財政課長 財政課でございます。 

 １点目について、お答えをいたします。 

 交付税とこの自主戦略交付金の新規分は、

どのように違うのかという御質問でございま

す。この自主戦略交付金の客観部分について

は、今回２割というふうに拡大をされました

けれども、これは実際の配分の場面でござい

ますと、主な対象事業としてここにメニュー

化されている部分に充当するということで、

我々としては捉えております。 

 ただ、実態面を申し上げますと、去年の継

続部分の充当率が76％で、ことしは69％でご

ざいました。ですから、実態的にはこの新規

分は２割来ておりますけれども、実態の配分

としては継続事業に回さざるを得ないという

実態があることを申し添えておきます。 
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○坂本企画課長 持ち寄り事務についてです

が、九州はこれまでも政策連合ということ

で、九州各県いろんな事務を一緒に取り組ん

でまいりました。そういう意味では、持ち寄

り事務について何らかこだわりがあるのかと

いうことについては、特段持ち寄り事務をし

ないとか、出したくないとか、そういうこと

では決してありません。 

 ここで言っておりますのは、義務化される

ということについて、それは地域主権に逆行

しているのではないか。例えば、移譲する事

務に関連する事務を持ち寄りなさいというよ

うな、そういう努力規定が今入っていますの

で、それは地域主権に逆行しているのではな

いか。我々が考えて、持ち寄りたい事務を持

ち寄りたい、そういうことで今主張している

ところです。 

 

○前川收委員 第１点の地域自主戦略交付金

の話なんですけれども、いずれ分けても、継

続分がきてないから、いわゆる客観的指標に

よる配分は客観的に使われてない。来ていて

も、いわゆるそのほかに使えてないという現

状については、僕が代表質問で言ったとお

り、裁量はやるけれども予算は減らしていま

す、予算がなくなってくるということに使わ

れるんじゃないかという懸念が、まさに現在

においても当たっているということと言わざ

るを得ないというふうに思います。 

 私は裁量を求めることは、これはもう地方

の宿命的な部分だろうと思っていますから、

わかっていますけれども、その部分にこだわ

り過ぎて、実態的な予算が、県民生活に直結

するような予算が減らされることに目をつぶ

っていくようなことがあってはならないとい

うことについては、しっかりもう１回御指摘

をさせていただきたいと思っております。 

 それから、持ち寄り事務の義務化という言

葉が、いやだということですね。何かこう見

ると、義務化されるとできないのかなと思わ

れているような表現もありますし、できない

と言われるならば、それなら道州制の話はし

ないほうがいいのではということに、短絡的

な話なんですけれども、つながっていくよう

な気がして、道州制はまた別な話としてはわ

かるけれども、知事としてはステップだとお

っしゃっているわけですから、ステップなら

それは持ち寄り事務がないなら道州制なんて

あり得ない話ですよ。道州制そのものが全て

の事務が１つにまとまるわけですから、持ち

寄りどころか全部１つになってしまうという

状況でしょうから、その辺との違いじゃない

ということですけれども、誤解を受けないよ

うな表現をなさったほうがいいんじゃないか

なというふうに指摘をしておきます。以上で

す。 

 

○松田三郎委員 前川先生の１点目の交付金

の関係で、財政課長にお尋ねします。 

 この限度額を23年、24年そして若干パーセ

ンテージの御説明がありましたが、多分これ

も、こっちから詰めて要望はするわけでしょ

う。その要望額というのを23年、24年で、そ

れで結局、限度額はどれくらい来たというの

ではないのですか。 

 

○浜田財政課長 おっしゃるとおりでござい

まして、示されたメニューに応じて継続事業

がどれだけあるかというのは、あらかじめこ

ちらから要望いたします。それに応じて、そ

れをもとにして配分してくるというのが基本

的なルールでございますが、先ほど申し上げ

た数字は、去年うちから要望した額に対して

の充足率、これが去年は76％で、ことしが69

％ということを説明させていただきました。

以上です。 

 

○松田三郎委員 これで幾らになるわけです

か。計算すれば、わかるでしょう。 
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○浜田財政課長 ことしで申し上げますと、

額としては熊本県の継続分については103億

円でございます。去年が107億円です。 

 

○松田三郎委員 要望額は。 

 

○浜田財政課長 トータルで181億円を要望

しております。 

 

○重村栄委員長 ほかにございませんか。 

 

○松岡徹委員 この地域主権改革問題では、

出先の原則廃止、九州のほうは丸ごと受け入

れ、なかなか進まないというかな。それで特

に30ページに、経済産業局、九州地方整備

局、環境事務所の活動分けがなされているけ

れども、この３つの丸ごと受け入れという対

象の中で、問題になっている中身ですよね。

九地整の場合は、防災問題で論議を前期に大

分したから簡単でいいんだけれども、経済産

業局とか環境事務所、こういうところでは一

体どういう事業が問題になっておるのか。い

わば九州はもらいたい、国はそれはいかがか

というところですね。そこの中身の議論が余

りされてないと思うので、そこを少し具体的

にしたいと思いますので、お答えできればお

願いいたします。 

 

○坂本企画課長 この法律案を進めています

内閣府地域主権戦略室と各省庁とがやりとり

をされていると聞いています。 

 その中身については、例えば九州ではこん

なものが欲しいとかいうことではなくて、九

州はもう丸ごと移譲のことを言っておりま

す。これが出せない、あれが出せるとかいう

ような議論というのは、国の中で、法律作成

の中でされていると聞いています。 

 特に聞き及んでいますのは、環境事務所で

は国立公園の管理というものについては国で

なければならない、国の出先でなければ実施

できないというようなことを言われておりま

すが、ただ、そのやり方として環境事務所と

しては、例えば国と地方とが一緒にやるとか

いう方法、国に残した部分を地方と一緒にや

るとかいう方法とか、いろんなことを考えら

れているというような情報は聞いておりま

す。 

 経産局については、済みません、聞いてお

りません。 

 

○松岡徹委員 僕は丸ごとという問題で、そ

れが丸ごとにならないからいかぬとか、国の

ほうがさまざまな抵抗や妨害をしているとか

いうものなのかどうかというのをはっきりす

る上で、中身が大事だと思う。 

 防災については、前期でかなり議論したけ

れども、そのときもちょっと言いましたけれ

ども、これは、この防災のシステムなんだけ

れども、内閣総理大臣があって、気象庁があ

って、そして防災関係省庁があって地方公共

団体となるわけですね。だから地震とか台風

とか集中豪雨とか、そういったものは気象庁

で観測予測をして、そして国土交通省を初め

とした防災関係省庁、そして地方公共団体と

なるわけですね。そこら辺のところを、やは

りこれは体系としてそこを崩せば、大災害に

対応できないという問題があると思いますの

で、これはちょっと一言つけ加えておきます

けれども、環境事務所関係では、私は環境事

務所と九州経済産業局も行ってきたんだけれ

ども、結局は国立公園というのはどういうふ

うになっているかというと、地域の振興とか

観光とかそういうものとはレベルが違う。そ

れはそれであるんだけれども、国立公園は我

が国を代表するすぐれた自然であり、国民全

体の負託を受けて国が保護すべき公園、こう

いう位置づけになっておるわけですね。世界

的に見ても、州制が強いカナダとかアメリカ

なんかでも、やっぱり国立公園は連邦の管
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理、こういうふうになっているんですね。そ

れから生物多様性の保全については、やっぱ

り国際的な取り組みになっているわけです

ね。 

 ですから、そういう点では、国立公園につ

いては環境省が言うのが筋が通っておるとい

うか、これを地方にやれば、日本国の国立公

園としてのブランドは落ちてしまって、対外

的にも価値の低いものになって、観光戦略に

も影響するというようなことになりはしない

かなと。 

 それから、今大きな問題になっている地球

温暖化対策ですね。これなんかは、やっぱり

国家的な戦略、もっと言えば地球的な戦略と

して国際会議もやられているし、そういう性

質のものなんですよね。これなんかも、やっ

ぱり、むしろやれというほうに無理がありは

せぬかなと僕は思う。 

 それからバーゼル条約というのがあって、

バーゼル条約というのはどういうものかとい

うと、いわば有害廃棄物を国外に移す場合な

んかは、バーゼル条約に基づいて手続をしな

ければならん。こういうのを地方で処理でき

るわけじゃないわけで、そういうような点が

あると思います。 

 経済産業局に行って各課いろいろ回って聞

いたりあれしたんだけれども、一番問題はエ

ネルギー問題ですね。エネルギーの安定供給

とか安全保障というのは、言うならば国の危

機管理に属するようなものですよ。原発は

今、安全保安院とか今度は規制委員会とかが

あるけれども、それらを含めてエネルギー計

画については、やっぱり国家としての戦略方

針のもとでやるべきものなんですね。 

 それから、もう１つ僕は「ああ、なるほど

な」と思ったのは、鉱業権というのがあっ

て、レアメタルとか、こういうのは大体地下

のそういうものというのは、やっぱり国が埋

蔵物ですね、極端に言えばダイヤモンドが、

あるいは個人がどうのこうの細工するという

ものではないわけだけれども。今、特に問題

になっている排他的経済水域ですね、そこで

のいわばガスがどうの、さまざまな資源がど

うとかということで国際問題にもなっておる

わけです。この鉱業権の管理は、やっぱり国

でやらなければならんとか、そういうような

ことなんかを見ると、数で分けるのもいいん

だけれども、本当にその出先機関の移譲、丸

ごと受け入れという論理でぶつかり合うだけ

ではこの問題は解決できない。むしろ私に言

わせれば、そもそもその出先機関の廃止とい

うこと自体に、道州制とか構造改革という大

きな流れの中でそういったものが、前の政権

のころから、名前は変わっても進められてい

るわけだけれども、やっぱり本質的な問題を

抱えていると思うんですよ。 

 ですから、経過の説明もいいんだけれど

も、実際そこで、ならないと言っているもの

が本当に妨害というそういうけしからんもの

なのか、国家・国民のために考えた場合に必

要なものなのかということの議論をすべきじ

ゃないかと思うし、むしろそのためには執行

部のほうから、もう少し説明などを委員会に

していただければというふうに思うんです

が、その辺はいかがでしょうか。 

 

○坂本企画課長 今後、例えば、もし法律が

通った場合だとか、そういうときは、例えば

特定広域連合をつくるかつくらないかという

のは議会の判断ということになってまいりま

す。そのときのために、我々は持てる情報を

全てこの場にお出しをして、県として適正な

判断ができるというようなことのために、い

ろいろ情報を全て共有しようというつもりで

出しているところです。 

 そういう中で、今御指摘のあったようなこ

との検討というのは、実は国の出先機関が、

どんな業務をどの法律でやっているのかとい

う情報すら、我々は持っていないというとこ

ろがありまして、そういうのは、実は九州の
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中で、九州知事会の下部組織の中でワーキン

グをつくって勉強していこうということにな

っております。まだ勉強の過程でございます

ので、この場で御報告できるところはありま

せん。 

 

○松岡徹委員 それは僕は、たかが一介の一

番数の少ない会派の野党議員なんだけれど

も、直接行って、かなり話してくれるんです

よ。例えば、国立公園の場合はレンジャーと

いって、自然保護委員というかな、専門家が

200何人いて、そして大体３年で担当をかえ

て全国を回って、その人たちがやっぱり自然

環境保護なんかの国際会議に日本政府を代表

して現場へ行くらしいですよ。やっぱり、そ

ういうようなことなんかも、かなり話してく

れますね。経済産業局でも、やっぱりエネル

ギーの問題とか鉱業権の問題とか、言わなか

ったけれども特許権のこととか、やっぱりさ

まざまな問題があるんですね。ですから、そ

ういうのは、それを審議するのがこの委員会

だから、やっぱりできるだけ詳しく、何でも

１つの固まった論理で考えるんじゃなくて、

実際中身をやっぱりそのままずばり報告をし

て、みんなで考えていくということが必要だ

と。 

 もう１つ、持ち寄り事務の問題ですけれど

も、前川委員からもありましたけれども、持

ち寄り事務は、逆に言えば持ち寄り事務をや

らないと、これこそ二重行政になるんです

ね。いわば、広域行政機構のほうでもやって

県やなんかでもやるということになるから。

もっと言えば、国、広域行政機構、県、市町

村という四重の例になってしまうわけです

よ。ですから、これはいわゆる反発じゃなく

て丁寧に、僕はこの方向自体にもともと賛成

してないけれども、理屈で言えば委員も言わ

れたように持ち寄り事務というのは、そうい

う性質のものだということですね。(｢ちょっ

と関連でいいですか」と呼ぶ者あり) 

 

○重村栄委員長 いいですか、松岡先生。で

は前川委員どうぞ。 

 

○前川收委員 連携じゃないけれども、関連

です。 

 ずっと私もこの委員会で議論してくる中

で、国がやるから全部もらいますと、最初は

言っていた。国がなかなか先に進まないから

早くくれと、今度は県が言い出しているよう

に、ずっと見えているんですね。そうじゃな

いでしょうと。この業務というのは、もとも

と国がやる、権限移譲すると言うから、では

受け皿はつくりますよという話をしているの

に、今は全部、今度はこっちからくれ、こっ

ちからくれというように言っているようにし

か見えないということが、この間の代表質問

の大きな趣旨の１つだったんですね。そこ

は、やっぱりしっかり慎重にやってもらわな

きゃならないということと、例えば、「く

れ、くれ」じゃなくて、これとこれは県でや

るべきだと。国が判断すべき部分も、もちろ

んありますよ。国がナショナルミニマムとし

て地方にやってはならないという部分は、本

来、国がまず議論すべきだけれども、そっち

が進まないのであれば、県でこれはもらうわ

けにはいかぬ、こういう事務をもらっちゃい

かぬというようなことぐらいは、今ある３つ

の省庁の中の移管されようとしている事務の

中で、そういうものがもしかすると紛れ込ん

でいるかもしれないわけですから、それは県

としては、これはやれるけれどもいただきま

せぬと。やれるかやれないかじゃないんでし

ょう。地方でやれるものは全部地方がやると

いうことじゃなくて、地方がやれるけれど

も、やってはいけないこともあるわけです

ね。それがやっぱり国家としての統治国家、

この国の成り立ちを考えればと、私は代表質

問の中であえて言ったんです。それは、この

国は、もともと国が集まってアメリカ合衆国
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になった国とは違う。統治国家として昔から

あるわけですから。面積の問題もあるし、そ

んな広大な面積があるわけじゃないんだか

ら、わざわざ民族を分断していって、変えて

いく必要がないところもあるんでしょうと、

そういうのを県としても、それは通る通らぬ

は別ですよ、県としてもきちんとやっぱり考

え方をつくっていくべきでしょうということ

を提案したいと思います。連携じゃないけれ

ども、そういう話ができれば多分、松岡さん

へのお答えにもなるんだろうなというふうに

思っています。 

 

○大西一史委員 私も実は、この話は一般質

問でもさせていただいて、それぞれの先生方

の御意見ももっともだなと思ってですね。や

っぱり、そもそものこの改革の目的というの

が本当にわからなくなっている。ここの法律

が、21ページの法律案にもあるとおり、国及

び地方公共団体を通じた行政の効率化を図る

とともに、住民の福祉の向上に寄与すること

を目的とするという法律なわけですね。そう

いう意味では、こういう国のこの出先改革が

住民の福祉にどう向上するのか。今、ただ権

限と財源の奪い合いの話しかないんですよ、

これ、はっきり言って。金をよこさないんだ

ったら、もう権限は要らぬ、ある意味では。

いや国でやってくれるんだったら、そっちの

ほうが安心だと言う市町村、だって全町村が

反対しているんでしょう。熊本県だってそ

う。全町村が反対しているんですね。だから

結局、本当に改革の意義というのが要ははっ

きり定まらないような改革を、本当にこのま

ま熊本県として進めていっても大丈夫なの

か、そういう意味も込めて私は一般質問で質

問した。何でもかんでも移譲すれば、あるい

はその出先機関を廃止すれば、それでパラダ

イスになるとは私は思っていない。ただ、地

方分権、できるだけ自分たちの身近なところ

でコントロールをしよう、民主的なコントロ

ールをしていくことによって、やっぱりよい

行政ができるということは大前提なわけだか

ら、そういう意味では、ある意味ではこれは

私は大きな方向性としては進めるべきだとい

うふうに思っていますが、ただ、中途半端な

この法律案を出してまで進めるような、しか

も国会がこんなに混乱している中で、これを

進めるということがどうなのよという意味で

は問題だろうというふうに私は思います。だ

から、その点に対しての今の状況に対して率

直に正直ベースに言えば、この法律案が通っ

てしまったら、中途半端な法律案が通ってし

まったら、執行部困りませんか、どうですか

ということを、まず１つお尋ねします。 

 それともう１つは、この26ページにありま

すけれども、財政上の措置を講ずるものとい

うことで非常に中途半端な書き方をしてあ

る。であれば、ここはやっぱりはっきり言っ

て財源をきちっともらわなきゃ、事務なんて

執行できないわけですよ。ここについて、例

えば、だったらこの法律案では問題があるか

ら、こういう書き方をしてくださいというふ

うに、やっぱり提言をしていくぐらいのこと

ができなければ、本当の意味でのその地方分

権改革なんていうのは実現しないというふう

に私は思うんですね。そういう意味では、自

分たちで法案をつくるぐらいの気概を持って

いるのかどうなのか。そこをやっぱり九州地

方知事会あたりでも、私は熊本県から、例え

ばこの財政上の措置の条文が弱いから、この

部分については、例えば従前どおりの財源措

置をするということを原則とするとか、どう

いう条文を入れるかはわかりませんが、例え

ばそういう項目を入れるとか提言をして、や

っぱり今国会中に、まあ会期が延長されるよ

うですから、そうなれば出される可能性もあ

るわけですよね。そういったことは、逆に言

えば出されようが出されまいが、可決するか

しないかわからないけれども、だけれども言

うべきことをちゃんと言う、具体的に言うと
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いうことが必要だと思うんですが、その点い

かがか、この２点をお尋ねします。 

 

○重村栄委員長 大西委員からの２点、それ

からその前の前川委員の御意見にあわせて答

えが何かあれば、答弁をお願いします。 

 

○坂本企画課長 そもそも国がやるべき事務

があるということは、当初から言っておりま

した。国がやるべき事務を除いて、それ以外

のところで丸ごとで、組織を分断しないこと

が効率的な運営ができるんだということを言

ってきました。それが１つ。 

 それと、法案をつくるぐらいの気概でとい

うことで、早い段階で法案骨子ということ

で、我々九州地方知事会から示しました。平

成23年２月には広域行政機構法の骨子という

のを出しました。それで、国が動き始めたの

があるんですが、そういうことをすることに

よって逆に、国が始めたこの議論に九州が要

望したかのような形になっていったという経

緯があって、我々が、これをくれ、そのため

にはこうしたほうがいいとかいうことが逆

に、いかにも地方がもらいたがっているとい

うイメージになってきているという部分があ

り、当初その骨格の段階で既に、予算につい

ては、その予算の積み上げ方、要求の仕方、

対総理大臣とのやりとりの仕方、不服の出し

方、そういうところまでイメージをして出し

ていた。そういうのを今一切排除をされて、

必要なものという表現だけになっているとい

う状況の中で、さらに我々がここから具体的

なことを、こうしてくれたら、ではこの法律

でいいですとかいうのを地方側から言うのか

どうかというのは判断だろうと。 

 ２点、答えたでしょうか。 

 

○重村栄委員長 よろしいですか。はい、駒

崎部長。 

 

○駒崎総務部長 若干、補足的な話をしたい

と思います。 

 今、委員から既にお話がありましたよう

に、もともとは出先機関改革の話から始まっ

ております。国の出先機関は全部廃止すると

なったときに、その事務をどうするかという

のは、地方としてどう対応するかは、霞が関

に集中させる、もう出先機関はなくなります

から、全部中央省庁に集まってしまうという

ことをよしとするか、それとも、地方の自治

体が頑張って自分たちでやるから、権限はく

れと、必要な人員と財源もということになり

ますが、そこは判断です。そのいずれもよし

としないので、出先機関は存続してくれ、出

先機関は改革しないでくれという判断もある

かと思います。その中の議論として、今さら

中央集権に戻って、中央集権を強化する方向

で全部中央省庁に権限を集中させるという方

向での判断には至らずに、出先機関を残して

くれというか、地元で頑張るから地元ででき

ることはさせてくださいというところから始

まる、そこが基本的な議論だと思います。 

 松岡委員からお話がありましたように、中

央政府が責任を持ってやるべき事務はござい

ます。このいろんな法律がございますけれど

も、その法律の事務が全て出先機関でやって

いるかというと、そうではなくて、中央政府

が責任を持ってやっている部分と、出先の事

務というのがございます。地球温暖化の事務

でも、大方針は中央政府が立てますけれど

も、出先でそれぞれの事業所ごとの検査であ

りますとか、事業所からのエネルギーの使用

状況の報告をとって確認するという作業は出

先でやっているということがあるかもしれま

せん。 

 そうした事柄を出先でやっていることは、

地元で東京に戻す必要はないんじゃないかと

いうところが、そもそもの議論であったかと

思っております。 

 したがいまして、それぞれの法律による事
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務を地方が引き受けるとしても、本来、中央

政府がやるべきことまで責任を負わされる、

あるいはそこまで乗り込んでいくということ

ではなかろうかというふうに思っておりま

す。 

 それと、ではその際にどうかということで

ございますが、１つの議論としては、中身を

峻別して、これは東京でもいいから中央政

府、国のほうでやってもらうべき仕事だとい

う点と、地元の九州のことは九州でというふ

うに、中身を峻別するという考え方が出てま

いります。前川委員のお考えは、そうかとい

うふうに受けとめました。 

 ただ、それをやりますと莫大な時間と、恐

らく国との権限の綱引き、権限の奪い合いに

なったり、あるいは仕事の押しつけ合いとい

うふうなことになりかねませんので、ここは

議論を早急に進める意味では、今まで福岡で

済んでいた部分が東京まで行かないと話がつ

かないという事態にならないように、福岡で

処理していた仕事、九州で処理していた仕事

は九州の人間でやろうじゃないかというとこ

ろで、中身を峻別せずに取り組んだというと

ころがございます。そこがどうかということ

はありますので、それは今後、また、委員会

の御意向なども伺いながら取り組んでまいり

たいとは思いますけれども、そもそもの議論

はそうであったかと。いいところ取りである

ということであれば、多分そこは権限の奪い

合い、仕事の押しつけ合いということになっ

て、何年もかかるというふうなことを懸念し

たと思います。 

 それから、大西委員からお話がありました

ような、中途半端な法律まで出してというと

ころがございます。 

 これは迅速にもう対応する、一遍東京に集

められた仕事を、また地方分権で地方にとい

うことは、これはまたなかなか大変なことに

なってしまいますので、迅速に時期を逸する

ことなくという取り組みの部分と、一方で、

今この急な動きの中で拙速にやるのかという

判断かと思います。拙速なのか迅速なのかと

いうところは、難しいところがございますの

で、我々としては時期を逃さずに声を上げて

いこうということで取り組んでいるところで

ございます。 

 我々執行部の考え方がベストだとか、これ

以外にないというふうに思っているわけでは

決してございませんので、今後とも御意見を

伺いながらということで話を進めていきた

い、皆さん方と意見を交わさせていただきた

いと思います。 

 それから委員長、もう１点、補足でよろし

いでしょうか。 

 

○重村栄委員長 はい、どうぞ。 

 

○駒崎総務部長 先ほど前川委員から、本質

的な質問が２点ございました。一部報道でも

多少誤解があるようですので、この際補足を

させていただきたいと思います。 

 １つは、持ち寄り事務の義務化に反対する

ということについてでございます。道州制を

するのであれば、当然、都道府県の枠を取り

払って九州全体、道州まあ「九州州」という

か「九州府」というか、いろんな名称はある

かもしれませんが、そこで仕事を共通化して

やるわけですから、持ち寄るのは当然なこと

であります。 

 ただ、今の時点、現状は先ほど申しました

ように、出先機関改革で国の仕事を東京に吸

い上げるか地元に残すかという議論をしてい

るときに、これは地元でやりたいということ

を言っているときに、国の仕事をどうするか

という話をしているときに、地方の事務を持

ち寄るか持ち寄らないかという違うレベルの

議論を持ち込んで、九州全体の合意が困難な

状態に持ち込んで、いわばもう泥試合になっ

て決着がつかないような状態にして、結果的

には国の意向が通って東京に吸い上げてしま
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うというふうなことになるのは、こちらとし

ては納得できないということで、今の時点で

事務の持ち寄りを義務化するのは妥当な議論

ではないのではないか。道州制という将来の

姿としては、事務は持ち寄ることになるんで

しょうけれども、現時点の議論はそうではな

いので、国の仕事、出先機関の全廃の際に、

その仕事をどこがどう扱うかということを議

論しているときに、事務の持ち寄りという九

州各県の分断工作のような主張についてはく

みしないというのが我々の反論であったかと

いうふうに思っております。 

 行政の効率化を進めるのであれば、持ち寄

りをすべきだという報道がございます。それ

は、そのとおりだと思います。ただ、その議

論は決してしないと言っているわけではなく

て、先ほど企画課長が申しましたように、持

ち寄れる部分は持ち寄るんだけれども、それ

を国が義務化して持ち寄らないと、国からの

国の出先機関の仕事を渡さないという論理

は、それは論理が違うんではないか、違う議

論をしているんではないかという点が１つご

ざいます。 

 それから最後に、交付金と交付税の話でご

ざいます。交付金が客観化されると、交付税

にどんどん近づいていくんじゃないかという

ことがございます。ただ、これはもう皆さん

方に改めて申し上げるまでもないかもしれま

せんが、念のために申し上げます。先ほど財

政課長は実態論を申し上げました。継続事業

に事実上配分せざるを得ないので、というよ

うなことを申し上げましたが、私のほうから

は制度論を申し上げたいと思います。 

 補助金は国民負担のうち中央政府が取り上

げた分、国の取り分を国の責任として地方に

補助金として渡して、地方に仕事をさせる、

仕事を促す、ある意味では地方の仕事を奨励

するという部分がございますし、ある意味で

は地方の財政を支援しながら仕事を促進させ

るという部分がございます。これは、あくま

でも中央政府の取り分の一部を地方に回して

仕事を支えるというふうな仕組みでございま

す。これは個別にやることのメリットは、全

国金太郎あめみたいな客観的な指標で配る

と、機械的に毎年同じ額が配分されるという

ことになるんですが、地方の実情に応じて、

例えば社会資本整備がおくれている地域に重

点的に配分するとか、あるいは災害の危険が

大きいところに手厚く配分するとか、メリハ

リをきかせることができる、地域の特性を反

映して配分できるというのが補助金のメリッ

トであります。マイナス面は、各地方自治体

が分捕り合戦になって、市町村長や都道府県

知事が例年のごとく、夏の概算要求のときで

ありますとか、年末の予算の決定、あるいは

年度末の箇所づけの決定の際に何日も何日も

陳情に行くというふうなことがある。その辺

を緩和するために、補助金としての性格は残

しながらも、縛りを緩和していこうと、縛り

の緩やかな特定財源というふうな流れに持っ

ていこうとしているのかと理解していただけ

ればと思います。 

 一方、交付税は国民負担のうち地方が当然

取るべき分、地方政府の取り分をあらかじめ

法律で決めている分でございまして、これは

純粋な一般財源であります。これは国に全く

とやかく言われることなく、一旦国民が国税

として納める分の中の一定割合は、地方の取

り分であるということの中でやっているもの

でございますので、決して中央政府の取り分

の一部を政策的にもらうということではあり

ませんので、ここは交付金の客観化が進めば

交付税と似てくるという外形的な部分は否定

できませんけれども、本質は相当違うという

点は御理解をいただきながら取り組んでまい

りたいと思います。以上でございます。 

 

○松岡徹委員 今の部長のお話に関連して、

そもそもこの地域主権改革の問題は、本来国

がやるべきことを地方にというか、国の責任
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を外す、それは義務付け・枠付けの問題が１

つ。 

 これは代表質問で前川委員も言われた、や

っぱりナショナルミニマムをどうするのかと

いう問題が１つあります。それから、さっき

私が申し上げた、本来国がやるべきものはや

はり国がやると。 

 部長がおっしゃったけれども、東京に集中

せいということを言っているんじゃないんで

すよ。例えば、熊本県の施設が熊本市にあ

る、熊本市にも同じような施設がある、それ

は二重行政か。必ずしもそうは言えないとい

うのが学識経験者なんかの指摘でもありまし

た。やっぱり全県的に見た場合、そんなら荒

尾にあったほうが二重行政でないのか。やっ

ぱり熊本市にあったほうが交通の利便とか全

県的な貢献という点ではいい面もあるわけで

すからね。それと同じように、やっぱり国が

やるべきものを、九州にあるいは熊本に置い

ておっても、それは二重行政にはならないん

ですよね。だから、何か東京に全部集中せい

と言っていることではないということ。 

 それからもう１つ。この前、九州の市長会

のあれをやって、福岡の田川の市長さん、そ

れから天草の安田市長が、どうもこのごろ大

都市とかそういう話ばかりが先行して、田川

の市長さんは、道州制になれば、もう一極集

中がさらに進むとか、いろいろ……、それか

ら安田市長は、そういう市町村のあれが脇に

置かれているというか、そういう趣旨の発言

をされておりましたね。やっぱり平成の大合

併とか、この間の地方分権改革とかいう中で

一番矛盾があるのは市町村なんですよね。こ

こはもうお金はない、そして人は減らすとい

うことで事務はまた移ってくるということ

で。私は田川の市長とか安田市長なんかのお

話なんかは率直な声だろうと思う。今度のい

わば九州広域行政機構の問題でも、県内の町

村長さんたちみんなが異を唱えていらっしゃ

るのは、やっぱりそういうのが根底にあるん

じゃないかなと思うんですね。ですから、本

当に地方分権とか地域主権とかいうならば、

やっぱり住民に一番接している市町村の、い

わば税財源や人の充実とか、そういうものに

もっと焦点を当てて考えていく必要があるん

じゃないかなということから……。これは意

見です。もう答弁は要りません。 

 

○重村栄委員長 今のは、御意見だそうでご

ざいます。 

 ほかに何か。 

 

○荒木章博委員 条例制定権の１次、２次の

一括で15項目今上がっておりますけれども、

９月議会にまた次を上げていくという、幾つ

ぐらいこれは計画されておるんですかね。 

 

○重村栄委員長 どなたが答えますか。人事

課長が答えますか。 

 

○古閑人事課長 今、各所管課で検討されて

おりますけれども、各法律は15本でございま

すけれども、条例本数はちょっと30ぐらい…

…ちょっと正確ではございませんけれども、

30幾つになる予定でございます。 

 

○荒木章博委員 わかりました。 

 それと33ページの道州制推進の指定都市、

市長連合会というのは、今度の4月20日です

か、これ構成メンバーには知事も、佐賀県、

熊本の２県が入っていますけれども、これは

よその県、九州各県はこれには入っていない

のか、どういう……。これは大阪の橋下市長

も発起人になっていますけれども、どういう

ところで入ってないのかな。働きかけてある

のかな、それとも自主的、知った者だけでや

っているのかな。そこだけ、ちょっとお尋ね

します。 

 

○坂本企画課長 岡山県知事から呼びかけが
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あり、それに応じて入るという決定をしたと

いうことで聞いております。 

 ほかの県、九州内の県で入っているのは熊

本と佐賀だけ、ここに書いてあるとおりであ

ります。ほかがどういう検討をしたかという

のは、そこまで聞いておりません。 

 

○荒木章博委員 それでは、知った者だけ連

絡して……、全部に一応かけたんでしょう。 

 

○坂本企画課長 そこの確認は、岡山県のほ

うにはしておりません。 

 

○荒木章博委員 では、確認をせずに知事は

入られたんですか。九州と一体となってやら

れるということではないわけですね。（答弁

なし)では、いいです。 

 もう１つ最後に、５月27日に州都をテーマ

にした未来会議がありましたけれども、これ

は、ここにおられる委員さんというのは、熊

本県が任命をしている……。こういうのは１

回だったですけれども、何度かやっていかれ

るのか、ちょっとお尋ねします。 

 

○坂本企画課長 県で任命というか、お願い

をした委員の方々でございます。 

 あと、この後３回程度開催して、年度内に

は州都構想について取りまとめをしたいと考

えております。 

 

○荒木章博委員 委員は、この未来会議とい

う１つの中でやられておるということです

ね。 

 この姜尚中さんとか東京組は欠席ですよ

ね。これは日当が１万円ではちょっと……。

名前だけ連ねておっても、来ない人を名前だ

け連ねて未来会議、未来会議と言ってあって

も、あごあしはもちろん出るでしょうけれど

も、日当が１万だもんだから、それで来られ

るのかなと僕は思っているわけですよ。知り

合いだから来られるでしょうけれども、今後

やっぱりそういうところは、きちんと日程を

調整して、せっかくこれだけのメンバーの、

東京大学の情報教授を初め客員教授も入って

いるんですから、よろしくお願いいたしま

す。 

 維新塾生としては、大阪でこの州都問題に

ついては取り組んでおります。もちろん座談

会初め橋下代表を中心としてやっていますの

で、積極的な対応をやっていただきたい、か

ように思っています。 

 

○重村栄委員長 要望でよろしいですね。 

 

○荒木章博委員 はい、要望です。 

 

○松岡徹委員 今、課長が、年内にあと３回

ぐらいでまとめるとおっしゃった。これは州

都というのはある意味で当たり前だけれど

も、構想というのは当然、熊本市を軸にした

州都でしょう。そうすると、結局は熊本市は

ずっと参加しないままにやるというわけです

ね。それは、やっぱり、私は熊本市民でもあ

るけれども、何かおかしな話、とにかく熊本

を知らんよその人、御厨さんとか、そういう

人たち、姜さん熊本を離れてはるか昔だから

ね。だから、そういう人でああだこうだと言

って、ああだこうだとういのは取り消すけれ

ども、議論されたとしても、熊本市抜きにま

とめるというあり方は、やっぱりおかしいと

いうふうに思うんですけれども、どうです

か。あなたは答えにくいかもしれぬですけれ

ども、率直なところまとまるんですか。 

 

○坂本企画課長 「熊本」という表現をおっ

しゃいますが、イメージとしては……。熊本

市から参加をということでございますが、例

えば熊本市長をお呼びするというのは、当事

者としてはなかなか難しいのかなということ

をおもんぱかってということを知事は、記者
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会見ではそういう答え方をしています。 

 ただ、議論の中で、未来会議の中で熊本市

の御意見を聞きたいとか、そういう話が盛り

上がれば呼びかけるということもあるのでし

ょうねというような話が、この会議の中で出

てきています。 

 

○松岡徹委員 これは熊本市と決まっておら

ぬという不規則発言もあったけれども、やは

り熊本市ですよ。課長だって熊本市を中心に

……。 

 

○前川收委員 熊本の道州制の州都が熊本市

だということについては、何らかの機関か何

らかの形の中で決められていたコンセンサス

になっていますか。なっているか、なってな

いかだけでいいですよ。 

 

○内田政策審議監 熊本市ということで決め

たということは、ありません。 

 

○前川收委員 ないね。それだけでいいで

す。 

 

○重村栄委員長 ほかにございますか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○重村栄委員長 ないようでございますの

で、質疑はこれをもちまして終了いたしま

す。 

 それでは続きまして、閉会中の継続審査に

ついてお諮りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件につきまして

は、審査未了のため次期定例会まで本委員会

を存続して審査する旨、議長に申し出ること

としてよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○重村栄委員長 異義なしと認め、そのよう

にいたします。 

 その他に入りますが、何かございません

か。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○重村栄委員長 ないようでございますの

で、これをもちまして第８回道州制問題等調

査特別委員会を閉会いたします。 

  午前11時38分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  道州制問題等調査特別委員会委員長 
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